
	

		[image: 青森県十和田市]

		
			
					青
	黒
	白


			

			
					文字サイズ
	標準
	大きく


			

			Language

			サイトマップ

			検索
				
					
					
					

				

			

		

	
	

		
				災害・防災
	くらし・手続き
						もしものときは
	申請届出様式
	税について
	生活・すまい
	公共交通
	選挙
	戸籍・住民票
	マイナンバー
	市民図書館蔵書検索
	移住・定住支援
	結婚支援


				
	教育・文化
											教育委員会
	学校教育
	生涯学習・社会教育
	文化
	スポーツ


									
	健康・福祉
											子育て
	医療・検診
	国民健康保険
	国民年金
	後期高齢者医療制度
	介護・高齢者福祉
	障がい者福祉
	生活保護
	健康相談


									
	産業・しごと
						入札・契約
	農林畜産業
	商工業
	食産業
	雇用・労働
	有料広告事業


				
	観光・特産
											イベント情報
	観光スポット
	観光ガイド情報
	物産・特産
	宿泊施設
	写真素材集


									
	市政情報
											市の紹介
	公共施設
	各種統計情報
	行政・財政
	計画・取り組み
	市議会
	例規集
	庁舎マップ・アクセス
	広報
	職員採用
	その他


									


		

	
	
	
		
		
		
			現在の位置：ホーム  >  産業・しごと  >  商工業  >  導入促進基本計画・先端設備等導入計画について

			導入促進基本計画・先端設備等導入計画について

			
									十和田市では、市内中小企業等の設備投資を支援するため、生産性向上特別措置法（平成30年6月6日施行）に基づき「導入促進基本計画」を策定しましたので公表します。


中小企業等は計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるための先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けることで、固定資産税の軽減などの支援を受けることができます。


 


※令和５年４月１日付けの中小企業等経営強化法施行規則の改正に伴い申請様式、添付書類も変更となっています。。


・令和５年4月１日から計画申請できるのは、「十和田市内に事業所を有する者」に変更されました。


（事業所とは、従業者（個人事業主等含む）と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われる場所）


 


十和田市導入促進基本計画について


十和田市導入促進基本計画


十和田市導入促進基本計画[image: PDFファイル](84KB)


概要


対象者


中小企業等経営強化法第２条第１項[image: このリンクは別ウィンドウで開きます]に規定する中小企業者で十和田市内に事業所において設備投資する事業者


労働生産性に関する目標


計画期間において、基準年度（直近の事業年度末）比で労働生産性が年平均３％以上向上とすること。


先端設備等の種類


中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等全て


対象地域


市内全域


対象業種


すべての業種


対象事業


すべての事業


導入促進基本計画の計画期間


国の同意を得た日から2年間（令和5年4月1日～令和7年3月31日）


先端設備等導入計画の計画期間


3年間、4年間、5年間


 


先端設備等導入計画について


スキーム図
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※必ず、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。


先端設備等導入計画策定の手引き


計画の策定から申請手続きまでの詳細や、対象となる中小企業者、税制支援、金融支援等についてまとめられたものです。


この手引きをよくご覧いただき、書類の作成をお願いします。


 


先端設備等導入計画策定の手引き[image: PDFファイル](1685KB)


 


（補足）認定を受けられる「中小企業者」の規模については、この手引きの3ページ目をご参照ください。


申請書類等


初めて申請する場合


【共通書類】


	番号	書類の内容	原本・

			写しの別	備考
	1	先端設備等導入計画に係る認定申請書[image: ワードファイル](27KB)	原本	 
	2	先端設備等導入計画に関する確認書[image: ワードファイル](23KB)	原本	経営革新等支援機関[image: このリンクは別ウィンドウで開きます]に作成を依頼してください。
	3	配慮すべき事項に関する誓約書[image: ワードファイル](21KB)	原本	 
	4	
			市区町村税に滞納がないことを証明する書類


			（完納証明書など）

				写し	
			十和田市に所在の事業者様は、こちらの税務証明書等交付申請書[image: PDFファイル](215KB)をお使いください。


			（注記）個人事業主のかたは、申請者ご本人様分の書類を取得してください。

			
	5	十和田市内に事業所があることがわかる書類	写し	
			定款または全部事項証明書


			個人事業主の場合：事業をしていることが分かる書類


			（営業証明書、確定申告書の控え等）

			
	6	
			「先端設備等の導入による労働生産性向上の目標」

			の現状値を算出する根拠となるもの

				写し	「先端設備等導入計画に係る認定申請書」に記載の4(2)の項目
	7	
			導入する先端設備等のパンフレット

				写し	 
	8	その他市長が必要と認める書類	 	 
	9	返信用封筒	 	
			切手を貼付した角型2号封筒に宛先を記載したもの


			（来庁し認定書を受け取る場合は不要です）

			



【税制措置の対象となる設備を含む場合】


	番号	書類の内容	原本・

			写しの別	備考
	10	投資計画に関する確認書[image: ワードファイル](35KB)	原本	 
	11	投資計画に関する確認依頼書[image: ワードファイル](25KB)	原本	別紙（基準への適合状況）[image: エクセルファイル](24KB)
	12	
			従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[image: ワードファイル](21KB)

				原本	特例率1/3の適用を受ける場合提出
	13	リース契約見積書	写し	
			固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、


			リース会社が固定資産税を納付する場合

			
	14	リース事業協会が確認した軽減計算書	写し	
			固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、


			リース会社が固定資産税を納付する場合

			



 


変更申請の場合


【共通書類】


	番号	書類の内容	原本・

			写しの別	備考
	1	先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[image: ワードファイル](25KB)	原本	
			認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。


			変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。


			様式中、「１　変更事項」および「２　変更事項の内容」は、下段の番号2の書類を作成して添付することで代用可能です。

			
	２	先端設備等導入計画に関する確認書[image: ワードファイル](26KB)	原本	経営革新等支援機関[image: このリンクは別ウィンドウで開きます]に作成を依頼してください。
	３	旧先端設備等導入計画の写し	写し	
			市の認定後に交付した書類のコピー


			（注記）変更前の計画である旨、計画書内に手書き等で記載ください。

			
	４	
			「先端設備等の導入による労働生産性向上の目標」の現状値を算出する根拠となるもの

				写し	「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」に記載の4(2)の項目
	５	導入する先端設備等のパンフレット	写し	 
	6	
			その他市長が必要と認める書類

				 	 
	7	返信用封筒	 	
			切手を貼付した角型2号封筒に宛先を記載したもの


			（来庁し認定書を受け取る場合は不要です）

			



【税制措置の対象となる設備を含む場合】


	番号	書類の内容	原本・

			写しの別	備考
	8	投資計画に関する確認書[image: ワードファイル](35KB)	原本	 
	9	投資計画に関する確認依頼書[image: ワードファイル](25KB)	原本	 
	10	リース契約見積書	写し	
			固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、


			リース会社が固定資産税を納付する場合

			
	11	
			リース事業協会が確認した軽減計算書

				写し	
			固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、


			リース会社が固定資産税を納付する場合

			



 


提出先


十和田市　農林商工部　商工観光課　（市役所本館2階4番窓口）


 


制度の詳細・参考資料について


先端設備導入制度による支援中小企業庁ホームページ[image: このリンクは別ウィンドウで開きます]

制度全般に関する[image: PDFファイル](291KB)Q&A[image: PDFファイル](291KB)

									

			
			
			
この記事へのお問い合わせ


商工観光課　商工労政係
	電話：0176-51-6773
	メール：shokokanko@city.towada.lg.jp
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				十和田市役所（法人番号2000020022063）
	〒034-8615　十和田市西十二番町6-1
	電話番号： 0176(23)5111（代表）
	開庁時間：午前8時30分～午後5時15分
	休庁日　：土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）
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